
人
権
っ
て
何
？

ど
ん
な
人
権
問
題
が
あ
る
の
？

人
権
問
題
を
な
く
す
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

人
権
問
題
と
は
？

　人
権
と
は
、
私
た
ち
が
人
間
ら

し
く
生
き
る
た
め
の
権
利
で
す
。

　こ
の
権
利
は
、
人
種
や
民
族
、

性
別
な
ど
の
違
い
に
か
か
わ
ら

ず
、
全
て
の
人
に
共
通
に
備
わ
っ

て
い
ま
す
。

　人
権
問
題
と
は
、
誰
も
が
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
、

人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
権
利

が
守
ら
れ
て
い
な
い
状
態
の
こ
と

で
す
。

　こ
れ
に
は
、
性
別
、
人
種
、
性

的
指
向
、
障
害
の
有
無
な
ど
に
関

わ
ら
ず
、
不
当
な
差
別
、
虐
待
、

暴
力
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど

が
含
ま
れ
ま
す
。

　現
在
の
日
本
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　市
は
、
人
権
問
題
に
対
す
る
正

し
い
理
解
、
認
識
を
深
め
、
偏
見

や
差
別
の
な
い
地
域
社
会
を
築
く

た
め
に｢

渋
川
市
人
権
教
育･

啓

発
の
推
進
に
関
す
る
基
本
計
画｣

を
策
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画

に
お
い
て
、
次
の
人
権
問
題
を
重

要
課
題
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

①
女
性
の
人
権
、
②
子
ど
も
の
人

　人
権
問
題
を
な
く
す
に
は
、
ま

ず
、
市
民
一
人
一
人
が
、
ど
の
よ

う
な
人
権
問
題
が
あ
る
の
か
を
、

正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
し
て
、
全
員
が｢

自
分
は

決
し
て
人
権
侵
害
を
し
な
い｣

と

い
う
強
い
意
識
を
持
つ
こ
と
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　そ
の
上
で
、
個
人
個
人
の
違
い

で
あ
る
多
様
性
を
認
め
、
お
互
い

を
尊
重
し
、
偏
見
や
差
別
に
つ
な

が
る
固
定
観
念
を
な
く
す
こ
と
。

そ
し
て
、
困
っ
て
い
る
人
に
は
声

　
１
９
４
８（
昭
和
２３
）年
１２
月
１０
日
、
国
際
連
合
に
お
い
て

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
毎

年
１２
月
１０
日
を
世
界
人
権
デ
ー
、
そ
の
前
１
週
間
を
人
権
週

間
と
定
め
、
人
権
意
識
の
普
及･

高
揚
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
詳
し
く
は
、
二 

生
涯
学
習
課(

TEL‌

㉒
２
５
０
０･

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ID 

＝
９
０
５
７)

へ
。

権
、
③
高
齢
者
の
人
権
、
④
障
害

者
の
人
権
、
⑤
同
和
問
題
、
⑥
外

国
人
の
人
権
、
⑦
病
気
と
人
権
、

⑧
犯
罪
被
害
者
な
ど
の
人
権
、
⑨

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵

害
、
⑩
そ
の
他
の
人
権
問
題

を
か
け
、
加
害
者
に
対
し
て
は
注

意
を
促
す
な
ど
、
一
人
一
人
が
で

き
る
行
動
を
実
践
す
る
こ
と
が
大

切
に
な
り
ま
す
。

　皆
で
人
権
と
い
う
権
利
を
大
切

に
し
合
い
、
共
に
明
る
く
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
。
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人権を大切にして
誰もが幸せになれる社会を
実現しましょう

12月10日は世界人権デー

人
権
問
題
を
な
く
す
た
め
の

渋
川
市
の
取
り
組
み
は
？

　人
権
問
題
を
な
く
す
た
め
に
、

国
や
県
、
各
種
団
体
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
擁
護
の
た
め
の
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　渋
川
市
も
、
誰
も
が
生
き
生
き

と
、
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
て
い
く

｢

共
生
社
会
実
現
の
ま
ち｣

を
推

進
す
る
た
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

に
向
け
た
取
り
組
み
や
認
知
症
の

理
解
促
進
、
犯
罪
被
害
者
支
援
な

ど
、
数
多
く
の
事
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　そ
れ
ら
の
事
業
の
中
の
、
市
と

市
民
な
ど
と
の
協
働
の
取
り
組
み

と
し
て
、｢

渋
川
市
人
権
教
育
推

　12月10日～16日は｢北朝鮮人権
侵害問題啓発週間｣です。国民
的な課題である拉致問題をはじ
め、北朝鮮当局による人権侵害
問題に対して、関心と認識を深
めましょう。
　また、北朝鮮による｢拉致容
疑事案｣、｢拉致の可能性を排
除できない事案｣に関する情報
提供などへのご協力をお願いし
ます。
　詳しくは、渋川警察署（TEL㉓
0110）へ。

　子どもには｢遊ぶ
権利｣｢学ぶ権利｣｢意
見を言う権利｣など、
さまざな人権があり
ます。
　しかし、日本では、
子どもの権利に対す
る誤解やその権利へ
の理解不足が未だに
あるのが現状です。
実際、日本の子ども
の精神的幸福度は、先進国の中でも低く、虐待相
談は過去最多となっています。
　こうした状況を受け、令和７年10月から児童福祉
法が改正され、虐待対応の強化や保育士支援など
が進められています。また、教育現場では、子ども
自身が権利を学び、意見を表明する取り組みも広が
りつつあります。
　子どもの権利を守ることは、大人の負担を増やす
ことではなく、社会全体の心の余裕につながります。
身近な家庭や地域で「子どもの声を聴く」ことから始
めてみませんか。それが、子どもと大人が共に安心
して暮らせるまちづくりの第一歩になります。

　刑を終え社会に
戻った人たちは、法
的には既に処罰を終
えており、社会の一
員として再出発する
権利を有しています。
　しかし、現実には、
就労や住居の確保、地域での交流などにおける偏
見や差別は根強く残っており、社会復帰を目指す人
たちにとって、現実は極めて厳しい状況にあります。
　刑を終えて出所した人たちが、地域社会の一員
として安定した社会生活を営むためには、本人の強
い更生意欲だけでなく、家族、職場、地域社会の
理解と協力が不可欠であるとともに、これらの人に
対する偏見をなくし差別意識を解消することが大切
なこととなります。
　再犯防止や社会の安全の観点からも、刑を終え
て出所した人たちを｢不安の対象｣として排除するの
ではなく、｢同じ地域の一員｣として受け入れる環境
整備と理解が不可欠となります。
　社会全体で｢過去の過ちと未来の生活を考える｣
姿勢を持ち、共に安心して暮らせるまちを育ててい
きましょう。
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進
協
議
会｣

を
組
織
し
、
毎
年
、

学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
広
報
の

３
部
会
で
普
及
啓
発
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
下
に
、
同
協
議
会
広

報
部
会
の
委
員
に
よ
る
寄
稿
文
を

掲
載
し
ま
す
。

人権教育推進協議会委員の寄稿
子どもの人権刑を終えて出所した人たちの人権

北朝鮮当局による
人権侵害問題への
認識を深めましょう

5　　令和7年 12月号 広報しぶかわ　　4


